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第２予算審査特別委員会（第２日目） 1 

H26.3.14 (金 )10： 00～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会 １０：００ 4 

 委員動静報告 5 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 6 

 これより本日の会議を開きます。 7 

 質疑をお持ちの方、また答弁につきましても簡潔にご答弁いただきますようよ 8 

ろしくお願いいたします。 9 

 議案第３号 平成26年度滝川市公営住宅事業特別会計予算 10 

委 員 長 それでは、議案第３号 平成26年度滝川市公営住宅事業特別会計予算について 11 

説明を求めます。 12 

高瀬技監 （議案第３号を説明する。） 13 

伊藤主幹 （議案第３号の詳細を説明する。） 14 

委 員 長 説明が終わりました。 15 

 これより関連議案第29号を含めて一括質疑に入りたいと思います。質疑ござい 16 

ますか。 17 

窪 之 内 それでは、通告してありますので、順番に沿って質疑を行いたいと思います。 18 

 募集停止をしている団地、政策空き家を除いて空き住宅がある団地とその戸数、 19 

またその原因と対策についてお伺いいたします。また、今現在住宅のあき待ち 20 

で登録している人数もあわせてお伺いしたいと思います。 21 

 240、241ページ、１款１項３目駐車場使用料で、関連議案の第29号との関係で 22 

すが、月額料金が改正になるわけですけれども、入居者への通知時期と手段に 23 

ついてお伺いいたします。あと、駐車場の滞納繰り越し分もふえているのです 24 

が、滞納者へのペナルティーの有無、団地によって若干、駐車場管理組合のよ 25 

うなものをつくってやっているのだったと思うのですけれども、その辺も含め 26 

てペナルティーについて押さえているところがあれば、お伺いしたいと思いま 27 

す。 28 

 240、241ページの２款１項１目の住宅事業費補助金の家賃対策補助金ですが、 29 

見晴団地、特公賃です。先ほどもルール分と言っていたのですけれども、基礎 30 

となる数字は何に対してのパーセントだったのか、年々減ってきているので、 31 

ルールの基礎となるのは何をもとにしているのかお伺いしたいと思います。 32 

 246、247ページの市営住宅の管理費でお伺いしますが、道営住宅の消火器の更 33 

新が補正予算で可決されましたが、市営住宅の消火器の法的な配置基準と配備 34 

の実態及び多分消火器も耐用年数があるのだと思うのですけれども、そうした 35 

更新計画についてお伺いしたいと思います。 36 

 道営住宅の管理が変わるということで、入居者にとっては何かあったときの修 37 

繕とかについてはこれまでは管理している市に言ってきたのだと思うのですけ 38 

れども、そういった管理の方法が変わったり連絡の方法が変わったというのを 39 

入居者にお知らせする責任は多分道のほうにあるのかなと思うのですけれども、 40 

どこがそれを行うのか、そういった入居者への通知の時期というのはいつにな 41 

るのかお伺いしたいと思います。 42 

 次、248、249ページの１款２項１目公営住宅建設費にかかわってなのですが、 43 

新しいストック総合計画と長寿命化計画が出されましたが、お風呂がない唯一 44 



- ２ - 

 

の団地である江南団地の建てかえは私の資料の見間違いがなければ平成38年か 45 

らの入居となっていますが、お風呂がない唯一の団地を、38年ですからまだ12 46 

年間あるわけで、何らかの対策を検討する計画があるのかお伺いいたします。 47 

その計画によると、耐用年数を超えた簡易耐火平家建てが平成21年度で772戸あ 48 

ると計画上はなっていますが、これらを含めて実際には使用していかなければ 49 

ならない現状なわけで、当然長寿命化計画に基づく改修というのは緊急性を持 50 

つのですが、長寿命化工事が248、249ページの中でその工事を見ていると先ほ 51 

ど説明がありましたけれども、新年度におけるこの計画に基づく改修内容につ 52 

いてお伺いしたいと思います。 53 

 次に、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関する調停の申し立 54 

て等についてに関連しての質疑です。年に何回かこの調停の申し立てが専決処 55 

分で出てきますが、実際に調停を申し立て、調停に至らない場合の明け渡し、 56 

強制明け渡しというのが完了するまでに時には家具や家財の保管を市の責任で 57 

やらなければならない。そのために保管料が何十万円もの経費を要するとなる 58 

こともありますが、こうしたことに係る一定額を予算に計上しているのかお伺 59 

いいたします。また、調停開始から実際の明け渡しまでにかかる期間について 60 

はどの程度を予定されているのかお伺いします。今現在で滞納の状況がわかる 61 

わけですから、新年度調停の申し立てを実際にもう既に検討している件数があ 62 

れば、お伺いいたします。それと、調停から明け渡しまでに要した経費で入居 63 

者が負担すべき金額があると思うのですけれども、そうした金額の今までの未 64 

納金額の総計と収納対策についてお伺いしたいと思います。 65 

 次の議案第29号に関してですが、第29号では入居者または同居者が暴力団員で 66 

あることが判明したときは迅速に明け渡し請求ができることになったわけです 67 

が、現在の入居者でそうした対象となる入居者または同居者の有無についてお 68 

伺いしたいと思います。 69 

林副主幹 まず、順番に回答したいと思います。 70 

 空き住宅がある団地と戸数、その原因と対策、それとあき待ちの人数というこ 71 

となのですが、２月末現在、滝の川27戸、江南19戸、北辰13戸、開西９戸等で 72 

す。合計で102戸の空き住宅があります。それから、待機者ですけれども、同じ 73 

く２月末現在で東町団地が37件、それと江陵団地が21件、駅前団地さかえが19 74 

件、ほか合わせまして計119件ございます。それで、団地の空き戸数につきまし 75 

ては、平成15年度までは30戸以下で推移しておりましたけれども、その後徐々 76 

に増加しまして、平成24年度の当初には50戸程度になりました。それから、平 77 

成24年10月より急激に空き戸数が増加するようになりまして、平成25年度の年 78 

度当初には80戸程度になりました。現在まで空き戸数は増加しておりまして、 79 

年明けから100戸を超える状況になっております。空き住宅がある主な団地につ 80 

きましては、滝の川団地、江南団地、北辰団地、開西団地の各団地となってお 81 

りまして、待機者がなく、すぐ入れる団地として紹介している団地となってお 82 

ります。それから、開西団地につきましては、平成23年度までは空き住戸がほ 83 

とんどない状態でございましたけれども、現在は10戸近くの空き住戸が発生し 84 

ております。それから、滝の川、江南、北辰の各団地につきましては、平成20 85 

年度以降新規入居者が極端に少ない状況になっております。滝川市の公営住宅 86 

入居者につきましては、長年同じ住居に住まわれ、高齢化が進んでおりまして、 87 

単身高齢者となり、高齢者施設に転居していく傾向も強まっている状況でござ 88 



- ３ - 

 

います。それから、滝川市内にはしゃれた民間アパートの建設も過剰なまでに 89 

供給される傾向もございまして、若い方についてはそちらに流れたり、住宅の 90 

紹介時に住戸内を実際確認してもらった際に、間取りとか室内状況が自分が思 91 

い描いていたものと反していたという理由でなかなか入居が見られない状況と 92 

なっております。また、このような傾向から、今回の計画見直しでも管理戸数 93 

の加減修正を行ったところでございますけれども、平成30年度の次期計画策定 94 

に向けまして、さらに注視していかなければならない状況となっております。 95 

それから、滝の川、江南、北辰の各団地は住戸が古く、高齢者にとっては買い 96 

物や病院といった生活利便性に欠け、敬遠される要素となっているようです。 97 

それから、魅力的な団地への建てかえにより新たな需要を期待することができ 98 

る可能性もあるかと思いますけれども、建てかえにはまだ相当の年数が必要な 99 

状況と判断しております。 100 

 駐車場使用料につきまして月額料金改正の入居者への通知時期と手段というこ 101 

とでございますけれども、２月25日付で財政課長通知によりまして３月１日以 102 

降改定に関して市の各対象施設の利用者に対しまして、議決前であり、あくま 103 

でも予定として事前通知するように指示がございまして、市営住宅に関しまし 104 

ては３月４日付にて、各団地の住宅管理人を通じまして各戸に通知文書、お知 105 

らせの配付をいたしました。 106 

 それから、滞納者へのペナルティーの有無ということでございますけれども、 107 

まず強制執行による明け渡しが一番のペナルティーと考えておりますけれども、 108 

それ以外に挙げますと、１つ目に入居承継の手続ができない。それから、２つ 109 

目に車庫証明、それを発行できないということが挙げられます。 110 

 それから、家賃対策補助金の関係でございますけれども、特定公共賃貸住宅に 111 

つきましては中堅所得者向けに整備された住宅でありまして、家賃は本来は近 112 

傍同種家賃が標準でございますけれども、法の規定によりまして、入居者の居 113 

住の安定を図るために公営住宅の例のように入居者からの申請に基づき、所得 114 

に応じ家賃を減額することが認められております。当該補助金の目的につきま 115 

しては、この差額の一部を助成するためにございます。この決まりなのですが、 116 

10月１日現在入居中の住戸が補助対象となります。各対象住戸ごとの近傍同種 117 

家賃と補助金交付要綱に定めます入居者負担基準額との差額の合計の２分の１ 118 

が補助額となります。この補助金交付要綱に定めます入居者負担基準額につき 119 

ましては、計算ルールがございまして、年々上昇するように決まっております。 120 

近傍同種家賃とその差額が年々減少するために、補助金額は年々減少していく 121 

という仕掛けになっています。 122 

 市営住宅の消火器配備基準と配置の実態及び更新計画についてでございます。 123 

市営住宅につきましては、消防法の規定に基づきまして共同住宅に分類されま 124 

す。延べ床面積150平方メートル以上の住宅において消火器の設置義務が生じま 125 

す。各階ごとに防火対象物の各部分から歩行距離で20メートル以下となるよう 126 

に設置が義務づけられております。各市営住宅につきましては、その規定のと 127 

おり配置しております。また、消火器を初め、消防用設備に係る点検につきま 128 

しては、点検資格を持った総務課の施設管理専門員により年２回の点検を実施 129 

しておりまして、消火器の更新につきましてはその施設管理専門員による更新 130 

計画及び点検結果に基づき予算措置をし、行っております。 131 

 あと、調停を申し立て、明け渡しが完了するまでに予算計上をどのぐらいして 132 
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いるかということでございますけれども、平成26年度予算に計上された内容に 133 

つきましては、調停に係る部分で切手、印紙代としまして３万2,150円、訴訟に 134 

係る分の切手、印紙代としまして４万9,020円、それと明け渡しに関しまして印 135 

紙代ですとか裁判所に預ける予納金としまして合計120万2,250円、合計しまし 136 

て128万3,420円を計上しております。 137 

 調停開始から実際の明け渡しまでにかかる期間でございますが、個々のケース 138 

によりさまざまでございますけれども、最短で手続が進んだと仮定しまして大 139 

体４カ月程度かかります。その内容でございますけれども、調停申し立てから 140 

調停期日までの期間でおよそ１カ月、それから訴訟申し立てをしましてから口 141 

頭弁論期日までの期間がおよそ１カ月、それから口頭弁論期日から判決に至る 142 

までに１週間、それから判決が出てから判決が確定するまで、判決の送達から 143 

２週間程度、仮執行宣言が付されますとすぐに可能ということでございますけ 144 

れども、明け渡し申し立てから予納金振り込み、それから強制執行日までに至 145 

る期間がおよそ１カ月半程度で、４カ月程度かかります。 146 

 それから、新年度に調停の申し立てを検討している件数でございます。現在６ 147 

件検討中でございます。ただし、今後の納付状況等によって増減いたします。 148 

 それから、入居者が負担すべき金額のうち未納金額の総計と収納対策というこ 149 

とでございますけれども、平成25年度現在及び過去10年分をちょっと集計して 150 

みましたけれども、強制執行の費用につきましては計20件で、金額にして375 151 

万7,956円となりました。市内の方に対しましては、年１回から４回程度訪問し 152 

まして納入の催促をしております。また、市外の方につきましても、年１回程 153 

度訪問しておりますけれども、よっぽど遠いところ、遠隔地についてはちょっ 154 

と難しいところもございます。それから、強制執行後、高齢により老人介護施 155 

設に入所、または生活保護受給、居所不明、母子と対応の難しいケースが多く、 156 

大変苦慮しているところでもございます。また、平成25年度からは、強制執行 157 

に至る前に支払い督促の申し立てを行ったり、連帯保証人に対しては従前より 158 

一層通知等による接触を図っておるところでございます。 159 

 最後、暴力団であるということの対象となる入居者、または同居者の有無とい 160 

うことでございますけれども、まず平成21年１月１日から、暴力団員による市 161 

営住宅等の使用制限に関する協定に基づきまして入居ですとか審査時において 162 

暴力団員であるか否かを警察に照会しまして、その回答を得ております。過去 163 

の状況でございますけれども、過去には２件対象者がおりましたけれども、い 164 

ずれも入居を不許可としております。また、その２件以降、現在のところ新規 165 

入居者、また同居者に関しましては暴力団であるという旨の回答は警察からは 166 

ございません。 167 

三吉副主幹 江南団地の建てかえが平成38年度となっていますけれども、何らかの対策を検 168 

討する計画はというご質疑でした。ストック総合活用計画と長寿命化計画につ 169 

きましては、今回平成30年までの軽微な計画の変更、見直しを行いました。軽 170 

微な計画の見直しの中では、団地の建てかえを早めたいということを念頭に置 171 

き、財政的なシミュレーションをしながら計画を見直さなければならないとい 172 

うことで進めました。市営住宅の早期の建てかえをするために、木造住宅を導 173 

入するということで早められるのではないかと検討したところであります。財 174 

政的にかなり厳しいことから、建てかえスピードを上げることはできませんで 175 

した。また、建てかえを予定している団地の修繕につきましては、居間の木製 176 
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サッシをアルミサッシに改修する部分的な断熱改修、また屋根の塗装につきま 177 

しては定期的に行ってきております。また、入居者からの修繕の連絡がありま 178 

したら、これまでどおり一般修繕を行っていきます。 179 

 耐用年数を超えた簡易耐火平家建て住宅の新年度の改修内容はというご質疑で 180 

した。平成26年３月末には簡易耐火平家建ての戸数は718件となっております。 181 

長寿命化計画では、耐用年数を超えた簡易耐火平家建て団地と中層耐火住宅団 182 

地の２つに区分しております。それぞれの計画修繕の方針を定めております。 183 

平家建て住宅につきましては、経年劣化により傷んだ部分、主に屋根について 184 

の修繕を中心に部分的にローテーションを組んで実施してまいります。建てか 185 

えを迎えるまで修繕工事を行っていくものとします。平成26年度の計画修繕に 186 

つきましては、滝の川団地と東滝川団地の屋根塗装工事を予定しております。 187 

25戸分ということで400万円を計上しております。 188 

林副主幹 道営住宅について正式に決まった後の通知の関係でございますけれども、道議 189 

会が今月の20日にございまして、そこで正式に議決された後に道のほうから通 190 

知が来ると思われます。 191 

委 員 長 今の答弁が質疑の内容とかみ合っていないかと思いますがいかがですか。 192 

林副主幹 どちらが配付するかということにつきましては、20日の議決後に道と協議しな 193 

がら決定したいと思います。 194 

窪 之 内 実際には119件の待機登録者がいるけれども、空き団地とは希望が合わないとい 195 

うことだと思うのですけれども、希望が合わないのは遠いとか、交通の便とか、 196 

いろんなことがありましたが、滝の川団地でいえば27戸というのは65歳以上の 197 

方たちの団地ではなくて、ばらばらにあきになっているということなのか、例 198 

えば４階、エレベーターがついていないですから４階の部分ということになっ 199 

ているということであれば、対策の仕方もいろいろ違ってくると思うのです。 200 

滝の川団地でいえば、市内バスも通っているわけですし、そういう意味で119 201 

件の人たちの希望を満たすということに余り重きは置かないということなのか 202 

なと思うのです。さっき民間の住宅もあるということなので、管理戸数の減と 203 

いう方向に持っていくということなので、そういう点で見ると、こうした空き 204 

住宅に入ってもらう対策ということについては余り今後とも考えていかないと 205 

いう方向をとろうとしているのか伺いたいと思います。 206 

 それと、江南団地なのですけれども、結局木造住宅の導入も検討したけれども、 207 

それによって早めることはできなかったということであれば、かなりの期間お 208 

風呂がないということで、江南で見たら19戸ですから、19戸というのはお風呂 209 

がないあきが多いと私は思うのですけれども、そういう点で見るともっと突っ 210 

込んだ対策が必要なのかなと。なかった団地には共同浴場を設置してきている 211 

という経過があるのです。それで、改善センターのお風呂の入浴は可能なので 212 

すけれども、それも月５回になるのか、６回になるのかな、そういう日程的な 213 

問題もあって、私はもっと積極的にそこのお風呂についての対策について新年 214 

度ぜひ改めて検討してほしいと思っているのですが、その検討をするか回答を 215 

求めたいと思います。 216 

 それと、道営住宅ですが、３月20日に議決した後道と協議するということなの 217 

で、ぎりぎりだなと思っているのです。そういう点では、新年度の住宅使用料、 218 

それも今度でいえば新しく管理したところから送るということになるのだと思 219 

うので、今の時点で、例えば３月20日の議決を待たなくても、議決された後ど 220 
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うするのですかと道に聞けばわかると思うのです。市が行わなければならない 221 

ことは事前に準備をしておくとか、入居者から見たら突然という形になると思 222 

うので、万全な対策をそういう意味でとっていただきたいと思うので、その回 223 

答をお願いしたいと思います。 224 

 あと、調停との関係なのですが、予納金というのは実際には訴訟が終わったら 225 

戻ってくるものなのか、予納金の取り扱いについてお伺いいたします。 226 

林副主幹 道営住宅のお知らせの関係ですけれども、先ほどの答弁に抜けていましたが、 227 

３月７日付で道からの指示によりまして事前に、予定でありますというお知ら 228 

せは入居者に対しては配付済みでございます。 229 

佐藤主任主事 予納金の取り扱いについて回答いたします。 230 

 予納金というのは、明け渡し、強制執行を行うときにその費用として裁判所に 231 

あらかじめ納めておく金額になりますので、強制執行の程度にもよりますけれ 232 

ども、使い終わった後は戻ってまいります。 233 

伊藤主幹 まずは、空き住宅の対策の問題なのですけれども、正直言いまして23年までは 234 

ほとんどあきがそんなに目立つほどなかったという状況で、ほかの赤平とか夕 235 

張とかは相当あきがあったので、大変だなとは思っていたのですけれども、滝 236 

川も本当に24年から急激に空き家がふえてまいりまして、正直言いまして、今 237 

回軽微な計画の変更、見直しをしたときには余り空き住宅の対策は意識してお 238 

りませんでした。今回委員からもご質疑いただいて、改めてかなりの戸数あき 239 

がふえているという状況で、それがかなり継続的に急激にふえているというと 240 

ころもありますので、何らかの対策を今後考え方をまとめていかなければいけ 241 

ないかなと考えております。すぐにどうこうするという話にはならないかもし 242 

れませんけれども、継続的に対策を検討してまいりたいと考えております。 243 

 それと、江南団地の関係ですけれども、浴場は設置させていただいていないの 244 

ですけれども、改善センターのほうにお入りいただくということで、３年前ぐ 245 

らいに改善センターの浴室を改修させていただいて、ご利用いただいていると 246 

いう状況で、今はそういうことで運用させていただいておりますが、今後早期 247 

に浴場を設置しなければいけないという話はなかなか難しいと正直思っており 248 

ますけれども、なるべく利便性が少しでもよくなるように、協議は入居者の方 249 

の対応を含めて進めさせていただこうかと思います。 250 

窪 之 内 空き住宅対策のことで、新十津川が住民をふやす対策として農協に無償で賃貸 251 

をして、地方から通ってきている人を新十津川の住民とするためにということ 252 

で４戸。だから、そういうふうに公住を使うのがいいのかどうか、法的に公営 253 

住宅法との関係で私もちょっと疑問はあったのですけれども、そういう点では 254 

空き住宅の対策として、今まで認めていたのかどうかわからないのですけれど 255 

も、例えば地方から来る人で地方の公営住宅に入っているような人たちであっ 256 

て、滝川に転居したいので公営住宅を申し込むということをもし認めていない 257 

のであれば、こうやって空き住宅があるときであれば、そういうことも可能な 258 

のか、その辺わからないのですけれども、例えば滝川の住民をふやす対策のた 259 

めに空き住宅をふやすということも可能性としてはある。例えば空き住宅を限 260 

定として、不便だと言われている空き住宅に入ってくれるのであれば、何らか 261 

の対応をして入ってもらうということも可能なのかなと思うのですけれども、 262 

聞きたいのは公住をそうした形で一定の民間企業に無償賃貸するようなことが 263 

公営住宅法との関係で大丈夫なのかどうかと、空き住宅の検討については今言 264 
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ったようなことを今後の方向で考えてほしいと、それは私の要望なので、聞い 265 

ていただければと思うので、住宅法との関係だけお伺いします。 266 

伊藤主幹 空き住宅対策については、委員のおっしゃられるとおり今後検討を進めてまい 267 

りたいと思っているところです。 268 

 それと、新十津川の事例がございましたけれども、一般の公営住宅を民間企業 269 

に貸し付けるというようなことは公営住宅法上できないと思います。一応そう 270 

いうことで、時代もいろいろ含めて今後も検討を進めたいということを考えて 271 

おります。 272 

 それと、転入の問題ですけれども、他市町村で公営住宅に入っている方が滝川 273 

市の公営住宅に転居してくるのは可能でございます。 274 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 275 

渡  辺 それでは、まず241ページ、先ほども窪之内委員からもありましたが、99パーセ 276 

ントの住宅使用料の納入ということではいいのですが、金額的には大きくない 277 

かもしれませんが、それでも繰り越し分が連鎖的にずっと毎年起きていると、 278 

この連鎖をとめる施策。悪質な状況とか、そういうことを発表してもらえばと 279 

思っております。 280 

 次、249ページの建てかえ、先ほどからのことでありますが、ことしは東町団地 281 

の２期工事ですが、市政執行方針に緑町団地の建てかえ計画ということが始ま 282 

ると、こういうことでございますので、もう少しその計画の概要を、私は経済 283 

建設常任委員会のほうに出ておりませんので、その概要をもう少し、ここで発 284 

表できるところをお願いしたいと思います。今後緑町団地の入居者との話し合 285 

いを持たれると思うのですが、その話し合いはどのように考えているかという 286 

ことで、この概要と話し合いの計画。それから、建築に取りかかる具体的な概 287 

要、戸数とか、27年度に一気に五十数戸とかと言っていますが、そんなにはで 288 

きないから28年度に分けるとか、そういう建築の年度がわかれば、概要で結構 289 

です。それを発表してもらえばと思っております。 290 

 諸費のほうになりますか、公課費、252、253ページのところに消費税納付金が 291 

58万円余りあるのですが、消費税８パーセント、５パーセントとの関連、これ 292 

はどのようになっているのか伺います。 293 

佐藤主任主事 私からは、滞納者への対策についてお答えしたいと思います。 294 

 現在も裁判所への調停申し立て、それから訴訟提起、最終的には強制執行での 295 

明け渡しというのを行っておりますが、それにふやしまして25年度からは支払 296 

い督促ということで、より債権差し押さえ等に結びつくような形で進めており 297 

ます。あとは、連帯保証人に対しての請求もより一層強めてまいりたいと思っ 298 

ております。 299 

三吉副主幹 緑町団地についてご説明いたします。 300 

 この団地は、東町団地、緑町団地、東団地の統廃合を兼ねて建てかえを予定し 301 

ております。緑町団地につきましては、平成28年度に14戸、平成29年度に14戸、 302 

平成30年度に12戸、平成31年度に18戸、全９棟58戸と計画しております。建物 303 

の規模につきましては、木造で２階建てを予定しているところです。入居者の 304 

説明に関することなのですけれども、昨年５月17日に入居者への説明を行いま 305 

した。それで、そのときは９棟41戸ということで説明していたところなのです 306 

けれども、今回のストック総合活用計画の変更に伴い、９棟58戸にふやしまし 307 

た。この計画をもとに今後基本計画、実施設計、建設と至るところなのですけ 308 
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れども、その前に建てかえの順序を決めますので、入居者説明会を今後行いた 309 

いと思っております。 310 

林副主幹 消費税納付金の影響額ということなのですが、仮に５パーセントで計算した場 311 

合には37万2,800円となりまして、差額につきましては影響額は21万4,500円と 312 

なります。 313 

渡  辺 それでは、緑町団地について、木造の２階建てということで、住民の集会では 314 

２階建てはちょっと難があると、とても上がれないというお年寄りがいて、そ 315 

ういう意見もあったのですが、東町団地ができたから行きなさいと言っても、 316 

実はほとんどの人が残りたい、住み続けたいという、それが物すごく多いので、 317 

したがってそのことを十分考慮されて、２階建てとか、それから一番今問題に 318 

なっているのは除雪機が入るときに大型除雪機が入らない。だから、間隔、こ 319 

れがどのようになるかということも今後十分検討してもらいたいというような 320 

ことで、そういう事柄を細かく団地の方々とか町内会と話し合い、戸数とか２ 321 

階建てのことまではわかったけれども、細かく。狭いから、前のところと後ろ 322 

のところでお互いに除雪時にけんかもあり得るということで、間隔とかいろん 323 

な問題、料金の問題とか、住み続けたいということが大原則のようでございま 324 

すので、そういうことで話し合いをずっと続けてもらいたいと思いますがいか 325 

がですが。 326 

委 員 長 渡辺精郎委員、今の質疑の内容につきましては、平成26年度予算ということで 327 

すが、今の内容でいくと平成28年度以降ということですし、さらに今の意見と 328 

いうのは要望関係であって、答弁の中で先ほど今後住民との話し合いを積極的 329 

に進めていくということで答弁いただいているので、特に再答弁は必要ないと 330 

思いますが、どうでしょうか。 331 

（何事か言う声あり） 332 

委 員 長 それでは、意見としてお伺いしておきます。 333 

 ほかに質疑ございますか。 334 

（なしの声あり） 335 

委 員 長 質疑がないということで、質疑の留保はなしということで確認してよろしいで 336 

しょうか。 337 

（異議なしの声あり） 338 

委 員 長 質疑の留保はなしと確認いたします。 339 

 以上をもちまして議案第３号及び関連議案第29号の質疑を終結いたします。 340 

 それでは、次の審議に入る前に10分間休憩いたします。再開は11時５分からと 341 

いたします。 342 

休  憩 １０：５５ 343 

再  開 １１：０７ 344 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 345 

 議案第７号 平成26年度滝川市下水道事業会計予算 346 

委 員 長 議案第７号 平成26年度滝川市下水道事業会計予算についての説明を求めます。 347 

大平部長 （議案第７号を説明する。） 348 

千葉室長 （議案第７号の詳細を説明する。） 349 

委 員 長 説明が終わりました。 350 

 これより関連議案第９号、第32号及び第33号を含めて一括質疑に入ります。質 351 

疑ございますか。 352 
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窪 之 内 それでは、質疑を行います。 353 

 399ページの注記の関係で改定後の地方公営企業法の会計基準のことについて、 354 

通告もしているのですけれども、改正のポイント、メリットというよりも、病 355 

院事業会計で同じようなことを聞きましたので、私たち委員はこの改正によっ 356 

てどこをどう見たらいいのか、そういう視点を、改定になったことによって、 357 

こういうところを見ると、見る者にとってこういうことが明らかになるのだと 358 

いうことを聞いたほうがすっきりするのかなということで、そういう視点で伺 359 

いたいと思います。次に、病院事業会計では法定福利費引当金繰入額が計上さ 360 

れていたのですけれども、下水道事業会計では法定福利費は計上されているの 361 

ですけれども、引当金の繰入額は計上されていないので、これはなぜなのかと 362 

いうことをお伺いしたいと思います。 363 

 次、402ページ、１款１項４目水洗化促進費の関係ですが、水洗化できる区域だ 364 

けれども、水洗化に至っていないということで、一戸建てと集合住宅がそれぞ 365 

れあると思うのですけれども、そこの対象戸数と水洗化への切りかえを促すた 366 

めの取り組み計画についてお伺いしたいと思います。 367 

 次、403ページ、１款１項６目業務費の水道企業団への検針等業務等なのですが、 368 

先ほど説明はあったのです。ちょっと聞き漏らしていたので、減額計上となっ 369 

た理由について何かが終わったからと言ったと思うのですが、改めてお伺いし 370 

たいと思います。 371 

 次、合併浄化槽なのですが、農村部中心に対象戸数があると思うのですけれど 372 

も、残念ながら普及を期待できないというところももう既にあると思うのです。 373 

それで、対象戸数と普及目標としては何パーセントまで担当所管としては考え 374 

られているのかとその戸数に向けた普及のための取り組み計画についてお伺い 375 

したいと思います。 376 

 最後ですが、ゲリラ豪雨対策ですが、異常気象でゲリラ豪雨の頻度、これが年 377 

１回とかでない形で起こる可能性が今後ふえてくるのかなということで、計画 378 

的にそれに対応した管渠や中継ポンプ場の修繕や更新が必要だと思っているの 379 

ですけれども、対策すべき管渠やポンプ場の数や距離数、箇所数と実施計画に 380 

ついてお伺いしたいと思います。 381 

宮西副主幹 まず、法改正に伴いましてどのような点が財務諸表上見るポイントになるのか 382 

というお話なのですが、394ページの貸借対照表をごらんいただきたいと思いま 383 

すが、平成26年度末の予定貸借対照表でございまして、こちらに示されており 384 

ます固定資産、この固定資産の部分が大きく変わってきております。従前であ 385 

れば、国庫補助金等を財源とした資産については減価償却がされておりません 386 

でしたので、その部分は取得資産の価格のままずっと、昭和44年に開始された 387 

のであれば、今に至るまでずっとその価格が載っていたわけなのですけれども、 388 

全額償却されることによりましてそれらの平成25年度分までの減価償却費とい 389 

うものがきれいに整理されまして、資産から控除されることによって実際の資 390 

産の正味価格がわかるようになったというものであります。これが１点です。 391 

次に、借入資本金というものが従前は資本金の中にあったわけなのですけれど 392 

も、こちらが負債計上されることによりまして、負債というのはそもそも自己 393 

資金とかいうものではなくて、将来的に会計外部に流出する資金であるという 394 

ことですので、それが容易にわかるようになったというものであります。最後 395 

に、引当金の計上なのですけれども、これは将来発生する費用なのですけれど 396 
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も、それについてはその原因、発生原因になっている期間損益の収支に含めて 397 

決算されることになりますので、正確な期間損益を示す、そういった財務諸表 398 

になる。民間に非常に近づいてきて、他の事業と経営状況を比較しやすくなる 399 

というものであります。 400 

 次に、法定福利引当金の繰入額の計上でございますけれども、こちらにつきま 401 

しては下水道会計では賞与引当金の繰入額をしておりませんので、引当金の繰 402 

入額に対する法定福利費の引当金の繰入額ということになりますので、賞与引 403 

当金をしていない関係で発生しないというものであります。 404 

 最後に、水道企業団への業務費の予算計上の関係なのですが、25年以外の予算 405 

計上につきましては業務委託契約をしております検針業務ですとか賦課業務、 406 

収納業務に対しての費用だけが計上されておりまして、25年度はそれに加えて 407 

使用料システムの改修が１年限りでありましたので、その費用が上乗せになっ 408 

て膨らんでいるものであります。 409 

遠藤主任主事 水洗化促進費のことについてご回答いたします。 410 

 水洗化促進費につきましては、くみ取りトイレを水洗化するための改造資金と 411 

して52万円を限度とした貸し付けを行っておりまして、その手数料等として促 412 

進費を計上しております。ご質疑のありました集合住宅や一戸建てのそれぞれ 413 

の未水洗化戸数なのですが、細かい数字は現在把握しておりませんが、現在の 414 

水洗化率は93.4パーセントとなっておりまして、下水道処理区域内の戸数で割 415 

り返すとおおむね1,300戸程度と考えております。水洗化の促進につきましては、 416 

市の公式ホームページや指定工事店などを通じまして先ほど申し上げました貸 417 

付制度のＰＲを行っているほか、水洗化に係るパンフレットを作成しまして必 418 

要なところに配るようにはしております。ですが、既存家屋の水洗化には多額 419 

のお金がかかることから、家屋の老朽化によって今すぐに水洗化できないです 420 

とか、あとは老人の世帯でお金が出せないとか、そういった状況がありまして、 421 

なかなか93.4パーセントから一気に大きく上がるような進捗は見込めない状況 422 

でありますが、今後ともＰＲに努めてまいりたいと思っております。 423 

 合併浄化槽の対象戸数と普及目標率についてなのですけれども、対象戸数につ 424 

いてはおおむね810戸程度と把握しております。普及目標率については、今のと 425 

ころ具体的には設定しておりませんが、近年６基から８基ぐらいの申請で推移 426 

しておりまして、26年度につきましても例年同様に８基ということで予算の計 427 

上をさせていただいております。普及のための取り組みといたしましては、水 428 

洗化促進と同様に公式ホームページや指定店を通じて、またパンフレットをつ 429 

くったりしてＰＲを行っている状況であります。 430 

山崎副主幹 ゲリラ豪雨の対策についてご説明いたします。 431 

 下水道事業による汚水の排除につきましては、処理区域内の人口と、あと事業 432 

所から排出される汚水の量によってその計画が決まってきます。そのことから、 433 

ゲリラ豪雨に伴ってポンプ場だとか放水管の管渠を増強するということは考え 434 

られません。それで、ここ数年起きている現象としましては、ゲリラ豪雨によ 435 

りまして大量の雨水が合流管あるいは汚水管のほうに浸入してしまいまして、 436 

流域下水道の幹線の流下能力を超えてしまって、そのことによって緑町だとか、 437 

あと有明町、あと扇町、泉町の一部で汚水が流れづらいという、そういった現 438 

象が発生しています。その対策としまして、少しでもこの事態を緩和するため 439 

に、平成23年、24年度で５カ所ほどバイパス管を組みまして、汚水の分散化を 440 
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図っています。幸いにも平成25年度につきましては汚水が流れないという事態 441 

は一件も報告されていません。また、地道な作業になりますけれども、汚水が 442 

流れないという事態をこれからなるべく回避するために、平成24年度からマン 443 

ホールから浸入する雨水の防止策に取り組んでいます。平成26年度予算におき 444 

ましても、402ページの１款１項１目、委託料の中に浸入水調査業務として約40 445 

万円ほど計上しておりまして、そういったことで少しずつでもそういった対策 446 

を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 447 

窪 之 内 １点だけなのですが、水洗化と合併浄化槽なのですけれども、実際には進捗で 448 

見れば余り期待できないということなので、自然的に任せていると。そういう 449 

ＰＲとかパンフレットとかがあってもなかなか、実際としてはそれに応えられ 450 

るということで見れば、水洗化のほうは余り期待はできないけれども、合併浄 451 

化槽にしては８個ぐらいだと何とかやっていける状況はあるのかなということ 452 

で、それによる下水道会計のメリットは特段ないということなのかなと。メリ 453 

ットということでいえば対象住民の快適な生活ということであって、会計その 454 

ものにはこれが進むことで大したメリットはないと理解していいのかなと思う 455 

のですけれども、確認をお願いいたします。 456 

遠藤主任主事 浄化槽につきましては、下水道処理区域外の住民の方に対しても同じように水 457 

洗便所を使えるようにということで取り組みをしておりますので、実際に浄化 458 

槽がふえることによって会計上のメリットということでは全くありません。 459 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 460 

渡  辺 ただいまのゲリラ豪雨に関して、私はゲリラ豪雨と言わないで、ただの大雨で 461 

もいいのですが、386ページの流域下水道管理費１億幾らほどあるのですが、大 462 

雨であふれた地域があったわけです。緑町もそうです。マンホールをはぐった 463 

ら、すぐそこまで泥水が流れていたのですが、ゲリラ豪雨であふれたときだけ 464 

ではなくて、大雨が降ったとき、こういう費用で、管理費であふれる前にちょ 465 

っと点検をしてみると、ゲリラ豪雨でなくてもあそこは大雨の後はあのように 466 

すごくたまると思うのです。その管理費の使い方、点検できないかどうかとい 467 

うことでお伺いします。 468 

山崎副主幹 今ご質疑のありました流域のほうの管理費というのは、要は６市４町から発生 469 

します汚水の処理に要する費用でございます。委員のお話がありましたゲリラ 470 

豪雨にかかわらず、そういった対応につきましては滝川市のほうでも雨の予測 471 

がありましたら現地のほうに行きながら、ポンプの設置用意だとかいろんな対 472 

応はしておりますので、引き続きそういった対応をしながら現状を確認して進 473 

めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 474 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 475 

大  谷 401ページのところにディスポーザーのことが下水道使用料のところで書かれて 476 

おりますが、昨年より若干予算がふえているのか、収入の予算がふえてはいる 477 

のですけれども、市としては合併浄化槽に余り会計メリットがないというよう 478 

なお話もあったのだけれども、これについてもそんなにないのかなと思うので 479 

す。ふやそうとして取り組んでいるのか、ＰＲ等をやっているのか、その辺を 480 

伺いたいと思います。 481 

遠藤主任主事 ディスポーザーにつきましては、積極的にＰＲをするということではなくて、 482 

生ごみを出している方との料金のバランスですとか、そういったことを考えて 483 

制度化したものでして、積極的に普及を促進していくという立場にはございま 484 
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せん。それで、近年大体１基から５基ぐらいの年間の申請で推移しておりまし 485 

て、平成25年度末で84基ついております。水洗化戸数から考えると大体0.4パー 486 

セント程度の普及率ということになっております。 487 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 488 

（なしの声あり） 489 

委 員 長 質疑の留保はなしと確認してよろしいでしょうか。 490 

（異議なしの声あり） 491 

委 員 長 以上をもちまして議案第７号及び関連議案第９号、第32号、第33号の質疑を終 492 

結いたします。 493 

 暫時休憩いたします。 494 

休  憩 １１：４５ 495 

再  開 １１：４７ 496 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 497 

 議案第６号 平成26年度滝川市土地区画整理事業特別会計予算 498 

委 員 長 それでは、議案第６号 平成26年度滝川市土地区画整理事業特別会計予算につ 499 

いての説明を求めます。 500 

大平部長 （議案第６号を説明する。） 501 

千葉室長 （議案第６号の詳細を説明する。） 502 

委 員 長 説明が終わりましたが、時間がお昼となりましたので、質疑だけお受けして午 503 

前中の審議を終了いたします。それでは、質疑ございますか。 504 

窪 之 内 それでは、総事業費規模の想定額、清水議員の質問のときにも金額は出ていた 505 

のですけれども、その金額というのはどこまで含んでいる金額なのかなと。土 506 

地区画整理事業の大きな流れはわかるのですけれども、そういう中で例えば公 507 

共下水道とか上水とか、いろいろなことが必要だと思うのです。そういうのも 508 

含めた総事業費みたいなことの規模をお伺いしたいということと、そういう中 509 

で一体滝川市の費用負担というのはどれぐらいになるのか。 510 

 ２番目は、事業を進める際の収入源となる市債、一般会計繰入金、国庫支出金 511 

の割合についてですが、当然業務や工事によっての違いがあると思うので、主 512 

な内容についてご説明をいただきたいと思います。 513 

 ３番目ですが、371ページ、１款１項１目13節委託料、委託として４件の委託料 514 

が計上されていますが、委託方法、方式についてお伺いしたいと思います。そ 515 

の委託の中で青写真ができてくるのだと思うのですけれども、その時期とか、 516 

青写真をつくる上で地権者の意向反映の機会があるのかお伺いしたいと思いま 517 

す。 518 

 ４番目ですが、議案第20号についてですが、第20号の施行条例の第４章、土地 519 

区画整理審議会についてです。その第９条で、審議会の設置、法に基づく設置 520 

ですが、諮問機関としての役割と権限はどのようなものか。第10条、委員の定 521 

数ですが、委員は宅地所有者、借地権者の合わせて８人で委員となっています 522 

が、それぞれの人数、宅地所有者、借地権者の人数についてお伺いしたい。そ 523 

れと、市長が選任する学識経験を有する者とはどのような資格や知識を有する 524 

者なのか、またその選任は市内外を問わず選任できるのかどうかお伺いしたい。 525 

第12条の立候補制についてですが、立候補者数が委員数を下回った場合の対応 526 

及び法第58条第１項の規定による選挙とは、その選挙の具体的方法についてお 527 

伺いいたします。 528 
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委 員 長 ほかに質疑ございますか。 529 

渡  辺 それでは、この特別会計を設置して実施しなければならない理由について、一 530 

般会計で都合の悪い理由、これを説明していただきたいと思います。 531 

 ２点目、チーム滝川に反する１人担当者についてご説明してください。一般職 532 

１人を配置する計画ですが、チーム滝川といっていて１人担当というのは心細 533 

いものとはなりませんか。 534 

 ３点目です。無駄なつぎ込み予算ではないかということで、３億3,000万円程度 535 

という当初のふれ込みから今は４億6,000万円程度に膨らんだ予算というのは、 536 

議会とか市民に対する約束がまるっきり違ってきているのではないかというこ 537 

とであります。 538 

 ４点目です。地方債について、ことしの起債1,530万円ということですが、今後 539 

の起債の予定をお知らせください。 540 

 ５点目、議案第20号に関してですが、１つ目、条例の内容というよりも、この 541 

事業に限って施行条例をつくらなければいけない本当の理由、これをご説明願 542 

います。２つ目、条例の内容を読むと審議会とやらが出てくるのですが、要す 543 

るに地権者が多くて連絡もとれない、返事もない、したがって結果的には地方 544 

公共団体の条例にある審議会の強制力で処理しなければならなくなったときを 545 

予測しての条例制定ではないかと考えるのですが、いかがですか。３つ目、最 546 

後ですが、条例の中で精算金の請求とやらが書かれていますが、精算金は市が 547 

支払うべきことが原則で、請求などという文言はなじまないのではないかと思 548 

うのですが、地権者の感情を逆なでするようなことにはならないか、何かよい 549 

解決には向かわないのではないかと考えますが、精算金についてご説明くださ 550 

い。 551 

委 員 長 それでは、午前中の審議をここまでとしまして、午後から質疑の答弁をいただ 552 

くことにいたします。 553 

 それでは、これより休憩に入ります。再開は13時といたします。 554 

休  憩 １１：５９ 555 

再  開 １２：５９ 556 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 557 

 午前中の窪之内委員に対する答弁を求めます。 558 

岡崎主査 窪之内委員のご質疑に回答させていただきます。 559 

 まず、１点目の土地区画整理事業の総事業費の想定額ですけれども、土地区画 560 

整理事業では３億9,000万円です。そのうち、市の負担の想定額が１億7,900万 561 

円です。ただし、それとは別に、西２号通で一部、半断面の施工を一般会計の 562 

ほうで行わなければならない部分がありますので、その部分が別途4,500万円必 563 

要となりまして、合わせると４億3,500万円ということになります。 564 

 総事業費の中には、上下水道、整地、道路の整備が全て入っております。 565 

 ２点目の事業を進める際の割合ですけれども、国庫補助金が46パーセント、市 566 

債が39パーセント、繰入金が７パーセント、保留地処分金が８パーセントで100 567 

パーセントです。 568 

 ３点目の委託料の委託方式ですけれども、こちらに関しては全て地域限定型一 569 

般競争入札と考えております。 570 

 続きまして、青写真のできる時期ですけれども、平成26年度に仮換地の原案を 571 

作成しますので、その原案ができますと土地の配置や面積が決まりますので、 572 
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平成26年の末には青写真ができるものと考えております。 573 

 意見反映の場ですけれども、審議会の際に地権者の方から仮換地指定に関して 574 

は意見を伺いますので、そのときに意見を伺うこととしております。 575 

 ４点目の審議会の役割と権限ですけれども、土地区画整理審議会の役割につき 576 

ましては施行地区内の権利者の意見が事業に反映されて公正に事業が執行され 577 

るのを確保するということで、換地計画、仮換地指定及び保留地の決定に関す 578 

る事項について権限を有します。その中で意見を聞かなければならない事項と 579 

しましては、換地計画の作成または変更、換地計画に対する意見書の審査、ま 580 

た仮換地の指定です。審議会の同意を得なければならない事項としましては、 581 

保留地を定める場合や評価員の選任については同意を求めることとなっており 582 

ます。 583 

 続きまして、委員の定数についてですけれども、今のところ登記上借地権が設 584 

定されている土地がありませんので、８人全て宅地所有者になるものと考えて 585 

おりますけれども、今後借地権の申告があれば選挙権、被選挙権を得ることが 586 

できますので、その際の定数については、借地の所有者の総数と借地権者の総 587 

数との割合がおおむね比例するように定めることとしております。 588 

 続きまして、学識経験者に必要な知識と資格についてですけれども、審議会は 589 

施行者となる市の諮問機関でして、施行者と施行地区の権利者との間に入って 590 

その関係を調整し、事業の適正な運営に資するため、土地区画整理事業や都市 591 

計画事業などの経験を有する方で、資格については必ずしも有資格者でなけれ 592 

ばならないということはございません。選任については、市内外とも可であり 593 

ます。 594 

 続きまして、立候補者数が委員を下回った場合についてですけれども、立候補 595 

者数が委員を下回った場合は無投票で当選となりますが、欠員が委員の３分の 596 

１を超えた場合は補欠選挙を行うことになります。 597 

 最後に、選挙の具体的な方法についてですけれども、選挙については土地区画 598 

整理法施行令に従って行いますけれども、選挙期日の公告から始まりまして、 599 

選挙人名簿を作成し、選挙人名簿の縦覧を行って立候補を受け付けて、投開票 600 

といった流れで行います。 601 

窪 之 内 １番目の総事業費の規模と滝川市の費用負担が示されたのですけれども、上下 602 

水道、整地、道路、土地区画整理ができ上がったことを想定して、ここに含ま 603 

れていないようなものはないと理解していいのか。例えば先ほど渡したメモと 604 

か街路灯の問題とかそういう話も、防犯灯や何かは町内会で立てることになる 605 

のですが、それではなくて公共として立てなければならないようなものも全部 606 

含まれていると理解していいのかということと、ここにかかった費用、西２号 607 

通分の4,500万円を除くのかどうかわからないのですけれども、土地区画整理事 608 

業に係った費用が今までの土地に対して土地の価格上昇に組み込まれていくの 609 

かと思うのですけれども、その価格上昇に組み込まれる額というのは全額なの 610 

か、その辺がよくわからないので、ご説明を願いたいと思います。 611 

 それと、２番目の市債39パーセントに対する交付税算入は全くないのか、それ 612 

についてお伺いしたいと思います。 613 

 あと、条例に基づく第10条で聞いたのですが、借地権者がゼロということで、 614 

宅地所有者で審議会委員８人を選ぶということになると思うのですけれども、 615 

当初話し合ったときに宅地所有者の人数とかは出ていたのですけれども、土地 616 
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を誰かが買い占めているとか、そういうことで当初よりも宅地権者、所有者と 617 

いうのは売り買いがされていて人数が減ってきているというような状況がある 618 

のであれば、お伺いしたいと思います。 619 

湯浅副主幹 最初に質疑がございました事業費の全額に含まれるものということで、先ほど 620 

説明したものが全額なのかというご質疑なのですが、そちらについては全て事 621 

業費として計上しているところでございます。その中で、ご心配されている交 622 

差点照明につきましては道路の整備の一つでございますので、そういったもの 623 

はこの費用の中に含まれているということでございます。 624 

 それと、事業費の中で今後、具体的に申し上げますと多分保留地のことをお聞 625 

きになっているのかと考えておりますが、今現在は支出のほうだけの説明の中 626 

ですけれども、周囲のほうでは、今年度はございませんが、27年度以降保留地 627 

の売却を進めますので、そういった保留地の資金というものが今後見込まれる 628 

ということになってございます。 629 

岡崎主査 市債の関係ですけれども、市債につきましては今の試算で大体１億5,200万円ほ 630 

ど見込んでおりまして、そのうち交付税バックとしましては2,400万円を見込ん 631 

でおります。 632 

 土地の動きに関してですけれども、今のところ動きはありません。 633 

窪 之 内 もう一点、保留地ができてきて売却しますよね、その価格というのは今までの 634 

土地価格よりも評価がぐっと上がってくるわけですよね、そういう価格の算定 635 

の基礎となるのは何からそういう価格を算定するのか、そういう事業費とかも 636 

含まれてくるのだと思うのですが、近傍の土地の価格ということも反映するの 637 

だと思うのですけれども、そのことをお聞きします。 638 

湯浅副主幹 土地の評価につきましては、基本的には区画整理の場合は路線価方式による評 639 

価ということでございます。さらには、不動産鑑定とあわせて、それが適正か 640 

どうか、そういったことをチェックしながら、施行前、施行後の宅地全体の総 641 

評価を評価させていただくということになってございます。その上で、上昇し 642 

た分の価格に対して、今現在見込まれているのが6,262万8,000円を見込んでご 643 

ざいます。そのうち50パーセントを超える部分、約50パーセントでございます 644 

けれども、その部分を保留地として今のところ予定しているということでござ 645 

います。ただし、こちらにつきましては、土地区画整理審議会で市民、地権者 646 

の意見を聞いた上で、同意を得た上で決まることになっていますので、現在は 647 

予定ということでございます。 648 

委 員 長 それでは、渡辺精郎委員に対する答弁を求めます。 649 

湯浅副主幹 まず最初に、特別会計の設置の理由でございますけれども、今回は地権者の皆 650 

様から先ほど申し上げました減歩によりまして保留地を設けるということにな 651 

ってございます。そういったことから、事業会計を明確化するために地方自治 652 

法の第209条第２項により設置するものでございます。 653 

 それと、２番目、当該会計に１名分ということで、チーム滝川ではないのでな 654 

いかというご質疑かと思いますけれども、そちらにつきましては会計上は１名 655 

ということで計上させていただいておりますが、実務的には都市計画室の担当 656 

としましてチーム滝川で実務を進めてまいりたいと考えてございます。 657 

 それと、３番目でございますけれども、当初は３億3,000万円が４億6,000万円 658 

になった理由についてということでございますが、先ほど窪之内委員のほうに 659 

ご説明したとおりでありますが、事業費については４億6,000万円ではなく４億 660 
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3,500万円ということでご承知おきいただきたいと思います。 661 

 ４番目でございますが、平成26年度の地方債1,530万円で、今後の残りの地方債 662 

は幾らかということですが、全体での地方債の予定額につきましては１億5,200 663 

万円を見込んでございまして、26年度を引きますと27年度以降の残りの地方債 664 

につきましては１億3,670万円ということで見込んでございます。 665 

 ５番目でございます。議案第20号の施行条例についてでございますが、施行条 666 

例はなぜ設置するのかということでございますが、こちらにつきましては土地 667 

区画整理法第52条第１項に基づき、土地区画整理事業を市で進める場合におき 668 

ましては進めるルールを明確化するために設置が義務づけられているものでご 669 

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 670 

 それと、６番目、土地区画整理審議会の設置についてでございますけれども、 671 

こちらにつきましては市の施行の場合必ずしも地権者の同意を得ることが求め 672 

られていないというルールがございますので、そういった中で地権者の意見を 673 

反映させるために土地区画整理審議会を設置して進めるものでございまして、 674 

決して市が強行に進めるための組織ではないということをご理解いただきたい 675 

と思います。 676 

 最後になりますけれども、精算金の支払いの関係についてでございますが、換 677 

地、土地が施行前、施行後で入れかわることによりまして価格に若干の差が生 678 

じる場合がございます。そういった価格の差が生じた場合におきましては、適 679 

正な評価を行った上で、その精算金が生じる場合においては市のこの特別会計 680 

を通じて徴収、交付がなされるという形になりますので、その辺は手続的な必 681 

要性ということでご理解いただきたいと思います。 682 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 683 

（なしの声あり） 684 

委 員 長 質疑の留保もなしということで確認してよろしいでしょうか。 685 

（「留保あります」と言う声あり） 686 

渡  辺 １番と３番を留保したいと思います。ぜひ市長に聞いてみたいと思います。 687 

（何事か言う声あり） 688 

渡  辺 それは、答弁はありましたけれども、これは担当としての答弁でございます。 689 

委 員 長 渡辺精郎委員、今番号で言っていただいたのですけれども、番号のところの内 690 

容を若干簡単にまとめて、もう一度お願いします。 691 

渡  辺 １番目、特別会計を設置する理由です。先ほどありましたけれども、これは地 692 

権者とか保留地があるからということですが、そういうものがあるところにこ 693 

の事業を起こすことが問題ではないかと、このように思いますので、留保した 694 

いと思います。 695 

 ３番目、３億3,000万円、それが４億3,500万円に膨らんだことについては、担 696 

当ではなくて、そういう約束を変えたということではやっぱり市長から直接聞 697 

きたいと思いますので、この２点お願いします。 698 

委 員 長 渡辺精郎委員、今２件の質疑の留保ということでありますけれども、再度ご答 699 

弁があるようなのですけれども、もう一度ご答弁いただくということでもよろ 700 

しいでしょうか。 701 

渡  辺 はい。 702 

委 員 長 それでは、所管のほうから答弁願います。 703 

湯浅副主幹 １番目の特別会計の設置の理由につきましては、先ほど申し上げたとおり、保 704 
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留地を設けるため、事業会計の明確化を図るために地方自治法第209条第２項に 705 

より設置するものであって、全国的に見ても保留地を設ける場合については設 706 

置しているということになってございますので、ご理解いただきたいと思いま 707 

す。 708 

 それと、３番目でございますが、予算の規模につきましては代表質問のほうで 709 

既に市長のほうからその理由について説明をしたところでございますので、ご 710 

理解いただきたいと思います。 711 

委 員 長 今所管のほうから答弁いただきましたが、渡辺精郎委員、特に３番目は清水議 712 

員の質問で市長がもう答弁済みでありますので、これをさらに留保されますか。 713 

 １番目につきましても、質疑はさらに留保されますか。 714 

渡  辺 はい、これは市長の口から答弁願いたい。 715 

委 員 長 暫時休憩いたします。 716 

休  憩 １３：２５ 717 

再  開 １３：２６ 718 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 719 

 渡辺精郎委員の２点の留保の中で３番目は留保なしということで、１番目は留 720 

保したいということなのですが、この留保に関してほかの委員からご意見をい 721 

ただきたいと思います。ご意見ある方おられますか。 722 

荒  木 １番目なのですが、法律に基づいて設置をするとおっしゃられているので、そ 723 

れは同じ答弁になることはもう明快で、あえて市長に質疑する理由がわかりま 724 

せん。 725 

委 員 長 渡辺精郎委員、今荒木委員が言われましたように、１番目につきましては答弁 726 

の中で法に基づく設置というのが必要であるという所管からのご答弁でもあり 727 

ました。それをさらに市長に対して質疑を留保されるという意味がわからない 728 

のですけれども、渡辺精郎委員、何かございますか。 729 

渡  辺 最高責任者から聞いたほうがよろしいということでございます。 730 

             （「問題点を言って、問題点がわからない」と言う声あり） 731 

渡  辺 私が考える問題点、必ず特別会計をつくらなければいけないというところは、 732 

やはり極めて問題があると私は思っていますから。 733 

委 員 長 渡辺精郎委員、今１番目の答弁の中でもあったように、市長に確認をとるとい 734 

うことにおいても、今荒木委員も所管の方も言われましたように、この特別会 735 

計を設置しなければならないということは法の中において義務づけられている 736 

というご答弁もありまして、これを市長にさらに求めるということの意味が理 737 

解できないのですが、もう一度、もし留保されるのであれば、明確な質疑の留 738 

保の理由を述べてください。 739 

渡  辺 １番目は何としても、もちろん法律に基づいていることはわかりますし、保留 740 

地が云々ということもわかりますけれども、特別会計をそもそも設けるか設け 741 

ないかということは、やっぱりそれは審議の対象なり意見のほうの自由だと思 742 

います。だから、それはこの特別会計を設置しなければいけないという人たち 743 

は法律に基づくのは当然であります。けれども、この事業が無駄ではないかと、 744 

とんでもないのではないかと、そういう人は特別会計は要らないのではないか 745 

ということだってあるわけです。だから、そういう意味において最高責任者に 746 

この特別会計設置、その意義をたださなければいけないと、これは何としても 747 

残ると思います。１番目については残したいと思います。よろしくお願いしま 748 
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す。 749 

委 員 長 今の渡辺精郎委員の説明に対して何か意見ございますか。 750 

窪 之 内 今の渡辺精郎委員の意見を聞いていると、特別会計を設けるかどうかではなく 751 

て、この事業をするかどうかの疑義の問題だと、それを市長に問いたいのだと 752 

いうのが真意だと思うので、それであれば特別会計云々ではなくて、質疑の留 753 

保についてはこの事業をする必要性なりで問うたほうがいいのではないかと感 754 

じます。 755 

委 員 長 渡辺精郎委員、１番目の質疑の留保につきまして今窪之内委員から意見が出ま 756 

したけれども、再度このことについて質疑の留保をされますか。 757 

渡  辺 します。それは、特別会計ばかりではなくて、それこそ後のほうの施行条例も 758 

本来であれば同じなのですが、施行条例だって同じことになるのですが、答弁 759 

のほうがよかったので、そこのほうは留保しないということであって、特別会 760 

計については何としてもやっぱり市長に説明をしてもらいたいと思います。 761 

委 員 長 ほかに意見ございますか。 762 

渡  邊 議案第14号は会計の条例であって、議案第20号は施行条例、ここの意味を十分 763 

理解しないと、渡辺委員の言う１番目で言っている部分は全然当てはまってい 764 

ないのです。これをどういうふうに留保すると明確に答えないと、とてもでな 765 

いけれども、やっていけないのではないかなと思います。 766 

委 員 長 渡邊龍之委員からこのように意見が出ましたけれども、渡辺精郎委員何かござ 767 

いますか。 768 

渡  辺 第20号、施行条例は、討論のほうで申し上げます。したがって、特別会計は最 769 

高責任者の答弁を求めたいと思います。 770 

委 員 長 ほかに意見ございますか。 771 

窪 之 内 １番目で何を言いたいのかよくわからないのですが、もう特別会計で審議して 772 

いるのだから、特別会計そのものはもう特別会計になっているのです。そうで 773 

はないと理解していいのですか。 774 

（「議案で出ている」と言う声あり） 775 

窪 之 内 第14号の特別会計条例ね。それで、渡辺委員の言うのは、さっきも言っている 776 

ように特別会計を設置する理由だけを市長に聞きたいのですか。それであれば 777 

多分市政執行方針とか何かの中で市長は述べているような気がするのです。私 778 

もはっきりそうだとならないし、議案の説明の中で議運か何かのときとかでも 779 

述べているような気がしているのですけれども、特別会計を設置する理由だけ 780 

を市長に本当に聞きたいのですか、改めて確認します。 781 

委 員 長 それでは、渡辺精郎委員、質疑の留保をする、しないという結論ではなくて、 782 

質疑の留保をもしするとすれば、その内容を明確にもう一度述べていただけま 783 

すか。 784 

渡  辺 特別会計ということで条例等、こちらのほうの施行条例も大事なのですけれど 785 

も、この土地区画整理事業をやるには、そういう施行条例よりも会計予算とか、 786 

そういうことでは資金の問題だと思っております。したがって、特別会計とい 787 

うものはやっぱり何かと問題になるのではないかと、一般会計でよいのではな 788 

いかと思っていますから、したがってこんな余分な特別会計などをつくらなく 789 

ても何とかやれるような方法を考えたほうがいいということを、これを主張し 790 

たいので、討論のほうで申し上げますが、市長に必ずそこを述べてもらいたい 791 

と思っております。 792 
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委 員 長 渡辺精郎委員、わかりました。今の内容を聞いていまして、特別会計を設置す 793 

る理由と意義ということでの質疑の留保ということでよろしいのでしょうか。 794 

渡  辺 そうです。 795 

委 員 長 わかりました。 796 

 ほかに質疑ございますか。 797 

（なしの声あり） 798 

委 員 長 それでは、質疑の留保につきましては、渡辺精郎委員より特別会計を設置する 799 

理由と意義についての１件ということで確認してよろしいでしょうか。 800 

（異議なしの声あり） 801 

委 員 長 それでは、質疑の留保を１件といたします。 802 

 以上をもちまして議案第６号及び関連議案第14号、第20号の質疑を終結いたし 803 

ます。 804 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。 805 

 次回は３月17日月曜日午前10時から会議を開きます。 806 

 本日はこれにて散会といたします。ご苦労さまでした 807 

散  会 １３：３８ 808 


